
昭和５２年第二審第５号 

機船ふたば機船グレート・ビクトリー衝突事件 〔原審広島〕 

 
言渡年月日 昭和５３年２月２８日 

審 判 庁 高等海難審判庁（上野將、清水信重、乗田道雄、三田達三、諏訪欣二） 

理 事 官 田原不二三 

 
損 害 

ふたば－衝突箇所くさび型大破口沈没、乗組員１名、乗客４名死亡、乗組員６名、乗客４名負傷 

グ 号－左舷側外板小凹損、擦過傷、左舷錨爪曲損、右舷側外板、擦過傷、凹損 

 
原 因 

航法違反 

 
二審請求者 理事官小林芳正、補佐人ａ、同ｂ及び同ｃ（いずれもＡ、Ｂ両受審人選任） 

 

主 文 

 本件衝突は、ふたば及びグレート・ビクトリーの両船が、それぞれ狭水道における適切な航法を守ら

なかったことに因って発生したものである。 

 受審人Ａの甲種船長の業務を１箇月停止する。 

 
理 由 

（事実） 

船 種 船 名 機船ふたば 

総 ト ン 数 １，９３３トン 

長 さ ８２．５０メートル 

幅       １５．５０メートル 

深 さ ５．２０メートル 

船 橋 の 位 置  船首端から約１７メートル後方 

航 行 区 域 沿海区域 

旅 客 定 員 ６１０人 

車両とう載能力 ８トン積トラック１４台及び４トン積トラック１８台または乗用車７１台 

機 関 の 種 類  ディーゼル機関４個 

出 力 ６，４００馬力 

 
受 審 人 Ａ 

職 名 船長 

海 技 免 状 甲種船長免状 



 
受 審 人 Ｂ 

職 名 一等航海士 

海 技 免 状 甲種一等航海士免状 

 
指定海難関係人 Ｃ 

職 名 Ｆ株式会社運航管理者 

 
船 種 船 名 機船グレート・ビクトリー 

総 ト ン 数 ７，５１９トン 

長 さ １５０．９５メートル 

幅       １９．００メートル 

深 さ １０．５０メートル 

船 橋 の 位 置 ほぼ中央 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関２個 

出 力 ８，６００馬力 

 
指定海難関係人 Ｄ 

職 名 船長 

 
事件発生の年月日時刻及び場所 

昭和５１年７月２日午後７時４４分 

広島湾口諸島水道ミルガ瀬戸 

 
１ 諸島水道について 

 諸島水道は、瀬戸内海西部の伊予灘から広島湾に通じる水道の１つで、津和地島とその西方情島との

間にあり、諸島によって東西に分かれ、東側のイガイ瀬戸は、両岸に浅瀬があるため一般には通航せず、

西側のミルガ瀬戸は、情島東端の荒神鼻から拡延する礁脈のため、可航幅が４００メートル足らずに狭

められ、かつ、最狭部で変針しなければならない欠点があるが、隣接するクダコ、怒和島の両水道に比

べて航程が少し短縮されるので、従来主として小型船が利用し、海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌には、

ミルガ瀬戸の中央から少し諸島寄りを通る北航及び南航の各針路法を詳細に記載し、その末尾に、同瀬

戸通航中大角度の変針は禁物である、針路に気をとられず瀬戸の中央を通航するよう注意する、上げ潮

流のときは荒神鼻のほうへ圧流される傾向がある、順流に乗って航行する船舶を安全にかわす余地がな

い場合、逆潮船は待ったほうがよい等の注意及び参考事項が掲げてある。 

 
２ Ｆ株式会社の細島（宮崎県）、広島航路の運航管理について 

 同社は、細島、広島航路の外３航路を運航していたが、海上運送法第１０条の２の規定により、輸送

の安全を確保する目的をもって、運航管理規程を作成し、ついで細島、広島航路における同規程運用上



の諸基準を明確にするため、同航路の船舶運航基準を定め、同運航基準の第８条において、第１基準航

路（怒和島水道経由）及び第２基準航路（諸島水道経由）を設け、原則として第１基準航路を使用し、

第２基準航路は、風速毎秒１０メートル以下、視程２，０００メートル以上、潮流２ノット以下であっ

て船長が安全と判断したときにのみ使用することとした。 

 指定海難関係人Ｃは、前示の運航管理規程に定める運航管理者として本社（東京）において勤務し、

本社及び日向（細島）、広島その外の各ターミナルに配置した運航管理者代理等を指揮監督し、同規程

に定める業務全般を統轄し、船長と協力して運航及び輸送の安全確保につとめていた。 

 
３ 両船の運航経過 

 ふたばは、主機の遠隔操縦装置を備えた双暗車の旅客船兼自動車渡船で、細島、広島航路に就航して

いたが、旅客５８人車両２４台を載せ、船首３．６６メートル船尾３．９２メートルの喫水をもって、

昭和５１年７月２日正午、定刻に細島を発し、豊後水道経由広島にいたる航行の途、台風７号の影響で

日向灘のうねりが高くて難航し、同日午後４時５５分定時から３０分ばかりの遅れで佐田岬を通過して

瀬戸内海に入り、大水無瀬島とセンガイ瀬との間に向けて北上中、同７時ごろ同島の少し手前に達した

際、受審人Ｂが当直に立ち、ついで同時１５分ごろ受審人Ａが昇橋して自ら運航の指揮にあたり、同時

３６分少し前大石燈標から９０度（真方位、以下同じ。）６５０メートルばかりのところを通過した際

同人は、前示のとおり定時から遅れているし、気象及び潮汐の条件が良いので、従来何回となく通航し

て馴れている諸島水道ミルガ瀬戸を通ることにし、同瀬戸を右舷船首に望み針路を０度に定め、機関を

１６ノットばかりの全速力にかけて進行した。 

 定針する少し前、レーダ監視を兼ねて見張りにあたっていたＢ受審人は、諸島水道の北方にあたり、

南下中のグレート・ビクトリー（以下グ号という。）の船体を薄暮のなか距離４海里ばかりに認め、同

７時３７分半ごろミルガ瀬戸から１．７海里ばかり手前に達し、同船との距離が約３海里となった際、

Ａ受審人に対し相手船と同瀬戸で出会うおそれがある旨を報告し、ついで同時３９分半ごろ根ナシ礁燈

標から２３７度約１．１海里、同瀬戸の手前１．２海里ばかりに達し、相手船の緑燈を正船首少し右約

２海里に見るとき再度同旨の報告をし、この報告を受けたＡ受審人は、相手船がかなりの大型船である

ことを知っていたが、互いに針路を右転してそれぞれ水路の各右側につけば無難に航過できるものと思

い、すみやかに速力を減じ、同瀬戸で行き会うことを避ける措置をとらず、同瀬戸の右側に向け針路を

１０度に転じ、相手船を左舷船首に望み続航した。 

 その後彼我の態勢がほとんど変わらないまま、同瀬戸において行き会う態勢で刻々に接近し、同７時

４２分相手船の緑燈を正船首少し左１，４００メートルばかりに見るころ、Ａ受審人は、針路信号のつ

もりで携帯信号燈により短光１回の信号を発し、さらに右側に寄せるため針路を１２度に転じ、ついで

１３度、１５度及び１８度と連続して小刻みに右転しながら折からの弱い順潮流に乗じ、ミルガ瀬戸の

諸島寄りに全速力のまま進入したところ、相手船に右転する気配がなく、同時４３分少し過ぎ緑燈を示

したまま左舷船首４００メートルばかりに迫ったので同人ははじめて衝突の危険を感じ、同時４４分少

し前リモコンにより機関を１２ノットばかりの半速力とし、汽笛及び燈火運動の信号器で短音１回の信

号を発し、右舵につづいて右舵一杯としたが行足が減じるいとまもなく、同時４４分船首がほぼ３０度

に向いたとき、諸島頂から２８７度４２０メートルばかりの同瀬戸最狭部において、グ号の船首がふた

ばの左舷側中央部に、前方から約３０度の角度で衝突した。 



 当時天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期で、衝突地点付近には１ノット足らずの北流

があり、当日の日没は午後７時２７分であった。 

 
 また、グ号は、双暗車の貨物船で、広島港内Ｇ株式会社における修理工事を終え、空倉のまま船首３．

３０メートル船尾４．４８メートルの喫水をもって、同日午後５時３５分ごろ同地を発し、徳山にいた

る航行の途、大須瀬戸及び那沙美瀬戸を経て同７時１３分ごろ西五番之砠燈標を５８度８００メートル

ばかりに通過し、指定海難関係人Ｄ（パナマ共和国船長免状受有）は、諸島水道ミルガ瀬戸を通ること

にし、津和地島の剣ノ鼻沖合に向け針路を１４８度に定め、機関を１４．５ノットばかりの全速力にか

けて進行した。 

 Ｄ指定海難関係人は、ミルガ瀬戸を通るのははじめてであったが、瀬戸内海水路誌等による水路調査

をせず、海図（第１４２号）に推薦航路線が記載してあるので同航路線をたどり、明るいうちに通れば

たいしたことはあるまいと思い、前示のとおり同瀬戸に向かい、同７時３５分ごろ剣ノ鼻から３０３度

１，１５０メートルばかりの地点に達したとき、同瀬戸の中央から少し左寄りに向け針路を１８０度に

転じて進行中、同時３６分少し前右舷船首３．８海里ばかり、同瀬戸の南方にあたり北上するふたばの

船体を薄暗のなかに認め、やがて客船であることがわかり、緑燈が見えていたので同瀬戸で行き会うと

すれば互いに右舷を対して航過することになると思いそのまま続航中、同時４０分少し前荒神鼻から１

５度０．５海里、同瀬戸の手前０．７海里ばかりに達したとき、正船首少し右約１．８海里に近づいた

相手船が紅、緑２燈を示すようになったので不安を感じ、同時４０分ごろ機関を停止した。 

 その後彼我の態勢がほとんど変わらないまま、同瀬戸において行き会う態勢で刻々に接近し、同７時

４２分少し過ぎ正船首少し右１，３００メートルばかりに見る相手船の緑燈が隠れ紅燈のみを示し、自

船の前路に急速に接近するようになったが、Ｄ指定海難関係人は、前示のように互いに右舷を対して航

過することになると思っていたので相手船はいずれ左転するものと考え、すみやかに行足を止め、同瀬

戸で行き会うことを避ける措置をとらず、荒神鼻沖の礁脈を警戒してナッシング・スターボートを令し、

折からの弱い逆潮流に抗し、かなりの行足をもって同瀬戸の諸島寄りに進入したところ、相手船に左転

する気配がなく、同時４３分少し過ぎ紅燈を示したまま右舷船首４００メートルばかりに迫ったので同

人ははじめて衝突の危険を感じ、機関を全速力後進にかけ、右舵一杯としたが効なく衝突必至となった

のでその直前機関を停止し、ほぼ原針路のまま４．５ノットばかりの行足をもって前示のとおり衝突し

た。 

 衝突時グ号の船首がふたばの左舷側中央部に食いこみ、両船はそのままゆるやかに右に回わりながら

北方に移動し、同８時２分ごろ津和地島の友落鼻から２００度３５０メートルばかりに接近したところ

でグ号は、機関を後進にかけてふたばから離れ、その後ふたばは浸水量が増加し、同時４５分ごろ剣ノ

鼻から２７５度７７０メートル、水深８１メートルの地点において左舷に横転、沈没し、グ号は分離後

いったん現場を離れて膨良島の西方にいたり、自船の損傷模様を調査したのち衝突現場に引き返す途中、

広島海上保安部の指示により広島に回航した。 

 
４ 衝突後ふたば及びグ号のとった措置 

 ふたばは、衝突直後発電機のブレーカーが飛んで船内の燈火がすべて消燈し、バッテリーによる非常

燈が点燈し、間もなく浸水のため主機及び補機が停止し、Ａ受審人は、Ｂ受審人に対し損傷状況の調査



を、二等航海士に対し外部との連絡を、三等航海士に対し相手船の調査及びその外の記録を、機関長及

び一等機関士に対し主機室及び補機室の各水密扉の閉鎖を、また、マネージャー（乗客に対するサービ

ス部門の責任者）に対し乗客の誘導をそれぞれ指示し、衝突後間もなく情島の本浦付近にいたＨ漁業協

同組合の漁船２０隻余りが来援し、衝突時に生じた死者及び行方不明者を除く乗客及び乗組員の救助は

順調に行われ、一方グ号においては、衝突後間もなく一等航海士が船首に行き、ふたばと連絡をとろう

としたが連絡がつかないうちに多数の漁船が来援したのでＤ指定海難関係人は、人命救助については心

配ないと思い、前示のとおり津和地島に接近したところで同所に止まるのは危険と考え、いったん現場

を離れた。 

 
５ 両船の損傷模様、死者及び行方不明等について 

 ふたばは、衝突箇所に上辺の幅約２５メートル、高さ約１４メートル、深さ最大約４メートルに及ぶ

くさび型の大破口を生じて前示のとおり沈没し、衝突箇所付近の通路において甲板長Ｉ（４３才）が、

破壊された客室において乗客Ｊ（２１才）及び同Ｋ（５６才）の２人がそれぞれ死亡し、同客室にいた

乗客Ｌ（５２才）及び同Ｍ（２８才）の２人が行方不明となりのち死亡と認定され、乗客４人及び乗組

員６人が負傷し、グ号は、左舷側外板に船首から約１６メートル後方にいたる間、上甲板から水線まで

高さ約１４メートルにわたって小凹傷を伴う数条の擦過傷を生じた外左舷錨の爪が曲損し、右舷側外板

は、船首から約３メートル後方にいたる間に同じく擦過傷及び凹傷を生じたが浸水はなかった。 

 
（原因判断及び法令の適用） 

諸島水道ミルガ瀬戸は、その可航幅及び水路誌に記載された針路法並びに注意事項等の水路状況に徴

し、総トン数７，５００トンを超えるグレート・ビクトリーと同２，０００トンに近いふたばとが、 

それぞれ海上衝突予防法第２５条第１項の規定に従い、進行方向に対する航路筋の各右側を進行するこ

とが安全であり、かつ実行に適し、両船が互いに無難に航過できる水道とは認め難い。両船はともに双

暗車を備えており、当時同瀬戸における潮流は弱く、逆潮流に抗するグレート・ビクトリー側において

はもとより、順潮流に乗るふたば側においても容易に速力を減じ、さらに行足を止めることができたし、

同瀬戸にさしかかる前余裕のある時期にそれぞれ相手船を認め、同瀬戸において行き会うおそれがあっ

たのであるから、前示の水路状況にかんがみ、両船ともすみやかに速力を減じ、なおかつ行き会うおそ

れがあれば行足を止め、相手船と同瀬戸で行き会うことを避け、その動向を確かめたのち適宜の措置を

とることが船員の常務として要求されるところである。 

 本件衝突は、海難審判法第２条第１号及び第２号に該当し、ふたば及びグレート・ビクトリーの両船

が、狭あいな諸島水道ミルガ瀬戸において互いに行き会う態勢となった場合、ふたば側において、相手

船と同瀬戸で行き会うことを避ける措置をとらず、全速力のまま同瀬戸に進入したことと、グレート・

ビクトリー側において、いったん機関を停止したものの、なお行き会うおそれがあったのにこれを避け

る措置をとらず、かなりの行足をもって同瀬戸に進入したこととに因って発生したものである。 

 指定海難関係人Ｄが、グレート・ビクトリーを運航し、狭あいな諸島水道ミルガ瀬戸を通航するにあ

たり、ふたばと同瀬戸で行き会う態勢となり、いったん機関を停止したもののなお行き会うおそれがあ

る場合、すみやかに行足を止め、相手船と同瀬戸で行き会うことを避け、その動向を確かめたのち適宜

の措置をとるべきであったのにこれを怠り、かなりの行足をもって同瀬戸に進入したことは、本件発生



の原因となる。 

 受審人Ｂの所為は、本件発生の原因とならない。 

 指定海難関係人Ｃの所為は、本件発生の原因とならない。 

 

 受審人Ａが、ふたばを運航し、狭あいな諸島水道ミルガ瀬戸を通航するにあたり、グレート・ビクト

リーと同瀬戸で行き会う態勢となった場合、すみやかに速力を減じ、相手船と同瀬戸で行き会うことを

避け、その動向を確かめたのち適宜の措置をとるべきであったのにこれを怠り、全速力のまま同瀬戸に

進入したことに職務上の過失がある。 

 Ａ受審人の所為に対しては、海難審判法第４条第２項の規定により、同法第５条第１項第２号を適用

して同人の甲種船長の業務を１箇月停止する。 

 
 よって主文のとおり裁決する。 

 
（参考）原審裁決主文（昭和５２年２月１９日広審言渡） 

 本件衝突は、受審人Ａ及び指定海難関係人Ｄの運航に関する各職務上の過失に因って発生したもので

ある。 

 Ａの甲種船長の業務を１箇月停止する。 


